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議案第５５号 

世田谷区立公園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日   

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 世田谷区立池尻北広場及び世田谷区立桜丘農業広場を区立公園として位置

づけるとともに、世田谷区立豪徳寺一丁目たまにゃん公園及び世田谷区立給田六所

神社通り公園を設置し、併せて使用料等の額を改定する必要があるので、本案を提

出する。 
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  世田谷区立公園条例の一部を改正する条例 

 世田谷区立公園条例（昭和３３年４月世田谷区条例第４号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１の１の部⑴の款世田谷区立淡島通り公園の項の次に次のように加える。 

世田谷区立池尻北公園 東京都世田谷区池尻四丁目２７番１６号 

 別表第１の１の部⑴の款世田谷区立桜丘こぶし公園の項の次に次のように加える。 

世田谷区立桜丘農業公園 東京都世田谷区桜丘四丁目１９番１０号 

 別表第１の１の部⑵の款世田谷区立豪徳寺一丁目オリーブ公園の項の次に次のよう

に加える。 

世田谷区立豪徳寺一丁目たまに

ゃん公園 
東京都世田谷区豪徳寺一丁目１番３号 

 別表第１の１の部⑸の款世田谷区立給田水無公園の項の次に次のように加える。 

世田谷区立給田六所神社通り公

園 
東京都世田谷区上祖師谷七丁目１３番６号 

 別表第２公園施設の設置等に係る使用料の部土地の項中「１，６９５円」を「１，

８５９円」に、「６１円」を「６６円」に改め、同部売店の項中「７５，１００円」

を「８２，８００円」に改める。 

 別表第３電柱の項中「１，８５６円」を「１，９３３円」に改め、同表標識の項中

「１，１００円」を「１，１４５円」に改め、同表水道管、下水道管及びガス管の項

中「１６５円」を「１７１円」に、「４１２円」を「４２９円」に、「８２５円」を

「８５９円」に改め、同表電線の項中「１３７円」を「１４３円」に、「１６５円」

を「１７１円」に、「４１２円」を「４２９円」に、「８２５円」を「８５９円」に

改め、同表鉄塔の項及び変圧塔及びマンホールの類の項中「１，３７５円」を「１，

４３２円」に改め、同表郵便差出箱及び信書便差出箱の項中「５５０円」を「５７２

円」に改め、同表公衆電話所の項中「１，３７５円」を「１，４３２円」に改め、同

表地下の占用物件の項中「１，０３８円」を「１，２４５円」に、「４１２円」を「

４２９円」に改め、同表高架の占用物件の項中「６８７円」を「７１６円」に改め、

同表天体、気象又は土地の観測施設の項中「１，１８４円」を「１，４２０円」に改

め、同表写真撮影のための常時占用の項中「１０，８００円」を「１１，２８０円」

に改め、同表写真撮影のための臨時的な占用の項中「１，９１２円」を「１，９９７
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円」に、「１６，８７５円」を「１７，６２５円」に改め、同表その他の占用の項中

「４５円」を「４７円」に改める。 

 別表第４備考以外の部分を次のように改める。 

別表第４（第１３条関係） 

公園施設の使用料 

種      別 単        位 使    用    料 摘    要 

軟式野球場 １面（１時間以内） 平日   ２，２８０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ２，６８０円 

 

庭球場 １面（１時間以内） 平日   １，５４０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     １，８４０円 

 

洋弓場 １人１回（１時間以内） 平日 大人 

 ３１０円 

 

子ども（１

８歳以下） 

 １００円 

 

障害者 

 １００円 

 

高齢者（６

５歳以上） 

 １００円 

 

土曜日、日

曜日及び休

日 

大人 

 ３７０円 

 

子ども（１

８歳以下） 

 １２０円 

 

障害者 

 １２０円 
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高齢者（６

５歳以上） 

 １２０円 

 

水泳場 １人１回（２時間以内）    大人     ４４０円 幼児の付添者 

は５０円とし、 

障害者の介護 

者は無料とす 

る。 

子ども（１８歳以下（幼 

児を除く。）） 

１１０円 

幼児       無料 

障害者    １１０円 

障害者（１８歳以下に限 

る。）      無料 

高齢者（６５歳以上） 

       １１０円 

附帯設備（夜間照

明） 

１面（１時間以内） 軟式野球場  

３，７４０円 

 

庭球場    ９３０円  

和室（１０畳） 午前（１回３時間） 平日   ２，８６０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ３，４００円 

 

午後（１回４時間） 平日   ３，８１０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ４，４９０円 

 

１日（１回８時間） 平日   ７，６２０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ９，１２０円 

 

和室（８畳） 午前（１回３時間） 平日   ２，４５０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ２，８６０円 

 

午後（１回４時間） 平日   ３，２６０円  

土曜日、日曜日及び休日  
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     ３，８１０円 

１日（１回８時間） 平日   ６，５３０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ７，７６０円 

 

和室（４．５畳） 午前（１回３時間） 平日   １，６３０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     １，９００円 

 

午後（１回４時間） 平日   ２，１７０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ２，５８０円 

 

１日（８時間） 平日   ４，３５０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ５，１７０円 

 

茶室 午前（１回３時間） 平日   ２，７２０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ３，２６０円 

 

午後（１回４時間） 平日   ３，５４０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ４，２２０円 

 

１日（１回８時間） 平日   ７，２１０円  

土曜日、日曜日及び休日 

     ８，５８０円 

 

駐車場 自動車１台（３０分以

内） 

       ２００円 世田谷区立世 

田谷公園、世 

田谷区立羽根 

木公園及び世 

田谷区立二子 

玉川公園の駐 

車場に限る。 

自動車１台（２０分以

内） 

       １００円 世田谷区立玉 

川野毛町公園 
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及び世田谷区 

立次大夫堀公 

園の駐車場に 

限る。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、令和７年

３月３１日から施行する。 

２ 別表第１の改正規定の施行前に、世田谷区立池尻北公園に相当する世田谷区立池

尻北広場及び世田谷区立桜丘農業公園に相当する世田谷区立桜丘農業広場に関し、

世田谷区立身近な広場条例（平成７年３月世田谷区条例第１９号）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、世田谷区立池尻北公園及び世田谷区立桜丘農業

公園に関し、この条例による改正後の世田谷区立公園条例の規定によりなされた処

分、手続その他の行為とみなす。 

３ この条例による改正後の別表第２及び別表第３の規定は、令和７年４月１日以後

の使用及び占用に係る使用料及び占用料について適用し、同日前の使用及び占用に

係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。 

４ この条例による改正後の別表第４の規定は、令和７年１０月１日以後の使用に係

る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 
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